
 

 

 

  
 
 

再発見！あなたのしまねキャンペーンの拡大・延長 

 
標記キャンペーンについて、以下のとおり旅行を喚起するため、運用を変更しま

すので、お知らせします。 

１．概 要 

  以下について、対象を隣接県（下線部）にも拡大 

（1） 県内登録宿泊施設での宿泊料割引（島根・鳥取・広島・山口県民） 

（2） 県内等の旅行会社が実施する県内日帰り・宿泊旅行商品（県が認めたものに   

   限る)の旅行代金を割引（島根・鳥取・広島・山口県民） 

（3）上記の利用者に対し、割引後の金額に応じて「しまねっこクーポン」を配布 

２．期 間 

令和３年１２月１５日宿泊・催行分 ～ 令和４年１月３１日宿泊・催行分 

３．ワクチン接種済証または陰性の検査結果の確認 

  キャンペーンを利用するにあたっては、「ワクチン接種済証」または「陰性の検査 

結果」の確認が必要となります。 

（注１）「陰性の検査結果」について、ＰＣＲ検査・抗原定量検査の場合は、 

有効期限が３日以内、抗原定性検査は１日以内となります。 

      宿泊日(連泊の場合は宿泊日初日)が有効期限内であることが必要となります。 

（注２）１２歳未満の子どもについては、同伴する親等の監護者の「ワクチン接種済証」 

または「陰性の検査結果」の確認ができれば検査は不要です。 

４．その他 

（1）GoToトラベルキャンペーンが再開された場合、本キャンペーンとの併用は不可。 

（2）対象施設には、しまね「新型コロナの予防に取り組むお店」への登録など、 

感染防止対策の徹底をお願いしています。 

(3) 新型コロナウイルス感染症の状況により、キャンペーンを中止する場合があります。 

  

 

                                           

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 3 年度版）） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr3/r3gaiyou.data/shinkikakujuuR3.pdf 

（島根創生計画） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku_illustrated.pdf 

島根創生を進めるため

の新規・拡充施策 
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プレスリリース 令和３年１２月１３日（月） 
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